
題目 『食育推進に関する一考察 ～先進県の例を中心に～』 
                      指導教官 山口健二 
                      発表者  久津間一恵 
 

Ⅰ．題目設定の理由 
 近年、食をめぐる様々な問題がある。栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度

の痩身傾向、食の安全、食の海外への依存、伝統的食文化の危機、等の問題が生じており、健全な食

生活が失われつつある。 
 特に我が国の将来を担う、子どもたちの健全な食生活の確保は緊急の課題である。国は、食育基本

法を制定し、栄養教諭制度を設けた。それらをもとに、全国では子どもを対象にどのような食育活動

が行なわれているのか。また地域独自の取り組みにはどのようなものがあるのか。食育の先進県の例

を中心に調べ、またそれらを参考にして岡山県の食育についても考察していきたいと思い、本題目を

設定した。 
 
Ⅱ．本論文の構成 
第一章 食育基本法               第三章 岡山県の食育 
第一節 食育基本法の成立            第一節 岡山県の食育 
（１） 基本理念                （１） 「岡山県食の安全・安心の確保 
（２） 地方自治体と教育関係者の責務と役割        及び食育の推進に関する条例」          

（３） 食育推進会議と食育推進基本計画     （２） 岡山県の食育推進計画についての考察     
第二節 食育基本法制定後の動き         第二節 岡山県の学校教育における食育 
（１） 食育推進会議と食育推進計画       （１） 岡山市立甲浦小学校の食育 
（２） 栄養教諭制度              （２） 岡山市立甲浦小学校の食育の実践事例         

第二章 食育先進県における取り組み       おわりに  
 第一節 福井県小浜市の食育                                       

（１） 「食のまちづくり条例」を核とした食育 
（２） キッズキッチンの展開 
（３） キッズキッチンによる食育の実践例 
第二節 高知県南国市の食育 
（１） 週５日完全米飯給食へのあゆみ 
（２） 「南国市の食育～南国食育プラン２１～」を核とした食育 
第三節 青森県鶴田町の食育 
（１） 「朝ごはん条例」の制定 
（２） 「早寝早起き朝ごはん運動」の展開 

 
Ⅲ．本論文の内容 
＜第一章＞ 
 本章では、平成１７（２００５）年７月に施行された「食育基本法」に着目した。 
第一節では、制定の背景、基本理念、法の内容について述べた。食育基本法は国民が健全な心身を

培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目

標としている。食育基本法第２条から第８条にかけて記されている基本理念に関して一つずつ取り上

げた。 
 第二節では、食育基本法制定後の動きとして食育推進会議と食育推進計画、栄養教諭制度について

述べた。食育基本法の施行に伴い、全国で都道府県食育推進会議や市町村食育推進会議の設置が進ん

でいる。また食育基本法の施行にさきがけ、平成１７（２００５）年４月にスタートした栄養教諭制

度を取り上げた。朝食をとらない子どもや孤食の増加、肥満傾向児の増加など、現代の子どもの食生

活の乱れに対して、栄養教諭に求められることは、子どもが将来にわたって健康に生活していけるよ



う、「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を子どもたちに身につけさせることである。栄養教諭

の配置の状況などについても言及した。 
＜第二章＞ 
 本章では、食育先進県における取り組みについて述べた。 
 第一節では、福井県小浜市の食育を取り上げた。平成１３（２００１）年９月に全国で初めて「食

のまちづくり条例」が制定された都市である。この条例を核にあらゆる食育が行なわれている。中で

も幼児の料理教室として有名な「キッズキッチン」に着目し、全国への広がりについても述べた。 
 第二節では、高知県南国市の食育を取り上げた。南国市は、平成９（１９９７）年度に地元の棚田

米を学校給食に導入して以降、積極的な教育改革を推進し、平成１５（２００３）年、ついに全校で

米飯給食を週５回実施するに至った。平成１１（１９９９）年度からは、「食育」を学校教育の中核に

据えることを提案してきた、食育に重きをおく自治体である。 
 第三節では、青森県鶴田町の食育を取り上げた。平成１６（２００４）年４月、青森県鶴田町が全

国で初めて「朝ごはん条例」を制定した。①ごはんを中心にした食生活の改善②早寝、早起き運動の

推進③安全及び安心な農作物の供給④地産地消⑤食育推進の強化⑥米文化の継承など６項目の基本方

針を掲げ、項目ごとに数値目標、行動計画を示している。条例制定前後の子どもの食生活の変化につ

いても言及した。 
 第一節から第三節を通じて言えることは、食育先進県にはそれぞれの地域の食育の核となる取り組

みが存在していることである。それらの取り組みは、その地域に住む人々だけでなく他の地域の人々

をも動かすほど魅力的な食育活動であり、大いに学ぶべきところがある。 
＜第三章＞ 
 本章では、岡山県の食育について述べた。 
 第一節では、平成１８（２００６）年１２月２６日に公布・施行（一部は平成１９（２００７）年

４月１日施行）された「岡山県の食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例」について述べ

た。次に、現在作成中の「岡山県の食育推進計画」（素案）について考察した。計画の指標である数値

目標の中から学校教育に関わる「朝食を毎日食べる人の割合の増加」と「学校給食における地場産物

を使用する割合の増加」の２項目について詳しく言及した。 
第二節では、岡山市立甲浦小学校の食育の実践事例を紹介した。同小の「食育年間計画」をみると

年間を通しての各月の食育に関する学習内容や、また１年から６年までを通しての各学年の学習内容

やその流れ、各教科・領域との関連が一目瞭然である。あらゆる教科・領域での学習を通して食育に

関して総合的に学べるカリキュラムになっている。 
 
Ⅳ．今後の課題 
 本論文では、食育先進県の取り組みを参考に食育推進に関しての考察を行なった。しかし、実際の

教育現場において、教師が個々の児童生徒に対して、どのように「食に関する指導」を行なっていく

かについて明確にするには至らなかった。食は、個人の自由であるため、個々に応じたきめ細やかな

指導が必要不可欠である。また、岡山県内で行われている食育について全ての情報は収集できなかっ

た。今後は、食の流通の面から、岡山県内の食育活動の実施状況の把握に努め、機会があれば実際に

活動に参加していきたい。 
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